
★ 

広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
号
）
（
財
政
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
道
路
を
占
用
で
き
る
物
件
と
さ
れ
た
施
設
に
係
る
道

路
占
用
料
の
新
設
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

条 
 
 
 
 
 

例 

手

数

料

等

の

改

正

内

容 

広
島
県
手
数
料
条
例 

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
引
用
条
項
の

整
理
等 

広
島
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
道
路
を

占
用
で
き
る
物
件
と
さ
れ
た
施
設
に
係
る
道
路
占
用
料

の
新
設 

広
島
県
都
市
公
園
条
例 
び
ん
ご
運
動
公
園
に
び
ん
ご
ア
ー
バ
ン
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー

ク
を
新
設
す
る
こ
と
に
伴
う
利
用
料
金
の
新
設 

 

二 

施
行
期
日 

１ 

２
以
外
の
改
正 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

２ 

広
島
県
都
市
公
園
条
例
の
改
正 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 
 
 

 



★ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
一

号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
理
由 

 
 
 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
の
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲
等
を
追

加
す
る
な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

 
 

１ 

市
町
が
処
理
す
る
事
務
に
追
加
し
た
も
の 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

対 

象 

市 

町 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
雨
水
浸
透

阻
害
行
為
の
許
可
等 

東
広
島
市 

 
 

２ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

三 

施
行
期
日 

１ 

二
２
の
改
正 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

２ 

二
１
の
改
正 

令
和
八
年
四
月
一
日 

 

 



★ 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）
（
安
心
保
育
推
進
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
児
童
福

祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
乳
幼
児
健
康
診

査
の
内
容
が
保
育
所
等
の
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
健

康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
関
係
条
例
の
規
定
の
整
備

を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 



★ 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

条
例
第
四
十
三
号
）
（
安
心
保
育
推
進
課
） 

 

一 

改
正
の
要
旨 

 
 
 

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 



★ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）
（
人
事
課
） 

 
一 
改
正
の
理
由 

人
事
委
員
会
の
令
和
七
年
九
月
三
十
日
付
け
の
給
与
勧
告
な
ど
を
考
慮
し
て
、
職
員
に
適
用
す
る
給

料
表
及
び
諸
手
当
の
額
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
特
別
職
の
職
員
等
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割

合
を
改
定
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

改
正
の
内
容 

 

１ 

職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
表
の
改
定 

職
員
の
給
料
表
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

㈡ 

諸
手
当
の
改
定 

 

⑴ 

医
師
等
の
初
任
給
調
整
手
当 

医
師
等
の
初
任
給
調
整
手
当
の
限
度
額
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

医
療
職
給
料
表
㈠
適
用
者 

三
七
一
、
三
○
○
円 

三
七
○
、
四
〇
〇
円 

医
療
職
給
料
表
㈠
以
外
の
給
料

表
適
用
者 

五
二
、
一
〇
〇
円 

 
 

五
一
、
六
〇
〇
円 

 
 
 

⑵ 

通
勤
手
当 

 
 
 
 
 

ア 

自
動
車
の
使
用
距
離
の
区
分
に
つ
い
て
、
片
道
百
二
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
ま
で
新
設

し
た
。 

 
 
 
 
 

イ 

自
動
車
等
の
片
道
の
使
用
距
離
の
区
分
に
応
じ
た
支
給
月
額
に
つ
い
て
、
額
を
改
定
す
る

と
と
も
に
、
新
設
す
る
区
分
の
額
を
定
め
た
。 

 
 
 
 
 

ウ 

通
勤
の
た
め
に
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、
か
つ
、
自
動
車
又
は
自
転
車
等
を
使
用
す
る
職

員
の
う
ち
、
駐
車
場
を
利
用
し
、
駐
車
料
金
を
負
担
す
る
も
の
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
に
限
る
。
）
に
支
給
す
る
手
当
に
つ
い
て
、
限
度
額
を
一
箇
月
当
た
り
五
千
円
に
引 

き
上
げ
る
と
と
も
に
、
駐
車
料
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
取
扱
い
を
廃
止
し
た
。 

 
 
 
 

⑶ 

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当 

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
つ
い
て
、
採
用
に
伴
い
支
給
要
件
を
満
た
し
た
職
員
に
対

し
て
も
支
給
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 
 
 

⑷ 

宿
日
直
手
当 

 
 
 
 
 
 

宿
日
直
手
当
の
限
度
額
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

通
常
の
宿
直
勤
務
又
は
日
直
勤

務
を
行
う
場
合 

四
、
七
○
○
円 

四
、
四
〇
〇
円 

特
殊
な
業
務
を
主
と
す
る
宿
直

勤
務
又
は
日
直
勤
務
を
行
う
場

七
、
七
〇
〇
円 

七
、
四
〇
〇
円 



合 常
直
的
に
宿
直
勤
務
又
は
日
直

勤
務
を
行
う
場
合 

二
三
、
五
〇
〇
円 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

 
 
 

⑸ 
期
末
手
当 

 
 
 
 
 

期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

職
員
（
特
定
幹
部

職
員
を
除
く
。
） 
六
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
七
・
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
七
・
五 

特
定
幹
部
職
員
（ 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を

除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
八
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
八
七
・
五 

一
二
月 
一
〇
〇
分
の
八
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
八
七
・
五 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（ 

特
定
幹
部
職
員
を

除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
六
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
六
○ 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
六
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
六
○ 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（ 

特
定
幹
部
職
員
に

限
る
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
五
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
五
○ 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
五
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
五
○ 

 
 
 
 

⑹ 

勤
勉
手
当 

 
 
 
 
 
 

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

職
員
（
特
定
幹
部

職
員
を
除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
〇
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
五 

特
定
幹
部
職
員
（ 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を

除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
二
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
二
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
二
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
二
五 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（ 

特
定
幹
部
職
員
を

除
く
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
五
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
五
○ 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
五
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
五
○ 

定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（ 

特
定
幹
部
職
員
に

限
る
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
六
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
六
○ 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
六
一
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
六
○ 

 
 
 
 

⑺ 

特
殊
勤
務
手
当 

 
 
 
 
 
 

人
事
院
規
則
の
改
正
を
踏
ま
え
、
航
海
中
の
船
舶
に
お
い
て
行
う
作
業
に
従
事
し
た
職
員
に



対
し
て
支
給
す
る
手
当
を
新
設
し
た
。 

 
 

２ 

任
期
付
研
究
員
の
給
与
改
定 

㈠ 
給
料
表
の
改
定 

任
期
付
研
究
員
の
給
料
表
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

 
 
 

㈡ 

期
末
手
当
の
改
定 

 
 
 
 
 

任
期
付
研
究
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

任
期
付
研
究
員 
六
月 

一
〇
〇
分
の
一
五
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
五
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
五
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
五
五 

３ 

特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
表
の
改
定 

特
定
任
期
付
職
員
の
給
料
表
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

 
 
 

㈡ 

期
末
手
当
の
改
定 

 
 
 
 
 

特
定
任
期
付
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

特
定
任
期
付
職
員 

六
月 

一
〇
〇
分
の
七
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
七
七
・
五 

 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
七
八
・
七
五 
一
〇
〇
分
の
七
七
・
五 

 
 
 

㈢ 

勤
勉
手
当
の
改
定 

 
 
 
 
 

特
定
任
期
付
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

特
定
任
期
付
職
員 

六
月 

一
〇
〇
分
の
八
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
八
七
・
五 

 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
八
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
八
七
・
五 

４ 

特
別
職
の
職
員
等
の
期
末
手
当
の
改
定 

 
 
 

県
議
会
議
員
並
び
に
知
事
、
副
知
事
、
教
育
長
、
人
事
委
員
会
の
常
勤
の
委
員
及
び
常
勤
の
監
査

委
員
（
特
別
職
の
職
員
等
）
に
支
給
さ
れ
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

特
別
職
の
職
員
等 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
五
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
五
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
五
七
・
五 

一
〇
〇
分
の
一
五
五 

５ 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

報
酬
の
改
定 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
を
、
１
㈠
の
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
改
定
し
た
。 

㈡ 

期
末
手
当
の
改
定 



短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

短
時
間
勤
務
会
計
年

度
任
用
職
員
（
任
用

期
間
が
六
月
以
上
の

職
員
の
う
ち
月
額
報

酬
の
者
に
限
る
。
） 

六
月 

一
〇
〇
分
の
一
○
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
一
○
七
・
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
○
八
・
七
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
七
・
五 

㈢ 

勤
勉
手
当
の
改
定 

 
 
 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 

分 

支
給
月 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

短
時
間
勤
務
会
計
年

度
任
用
職
員
（
任
用

期
間
が
六
月
以
上
の

職
員
の
う
ち
月
額
報

酬
の
者
に
限
る
。
） 

六
月 
一
〇
〇
分
の
一
○
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
○
五 

一
二
月 

一
〇
〇
分
の
一
○
六
・
二
五 

一
〇
〇
分
の
一
〇
五 

 
 

６ 

教
育
職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

教
育
職
給
料
表
の
加
算
額
の
改
定
等 

教
育
職
給
料
表
㈡
又
は
㈢
の
適
用
を
受
け
る
教
育
職
員
の
給
料
月
額
に
加
算
す
る
額
を
次
の
と

お
り
改
定
等
し
た
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

教
育
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
が

三
級
で
あ
る
職
員 

三
〇
、
七
〇
〇
円 

七
、
七
〇
〇
円 

教
育
職
給
料
表
㈡
の
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
る
職
員 

二
三
、
〇
〇
〇
円 

非
支
給 

教
育
職
給
料
表
㈢
の
職
務
の
級
が

三
級
で
あ
る
職
員 

三
一
、
七
〇
〇
円 

七
、
五
〇
〇
円 

教
育
職
給
料
表
㈢
の
職
務
の
級
が

四
級
で
あ
る
職
員 

二
四
、
二
〇
〇
円 

非
支
給 

 
 
 

㈡ 

諸
手
当
の
改
定 

 

⑴ 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
限
度
額
を
一
箇
月
当
た
り
八
千
六
百
円
に
引
き
上
げ
た
。 

 

⑵ 

教
員
特
殊
業
務
従
事
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当 

教
員
特
殊
業
務
従
事
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
額
を
次
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

児
童
又
は
生
徒
の
負
傷
、
疾
病

等
に
伴
う
救
急
の
業
務
を
行
う

場
合 

八
、
○
○
○
円 

七
、
五
〇
〇
円 



児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
緊
急

の
補
導
業
務
を
行
う
場
合 

八
、
○
○
○
円 

七
、
五
〇
〇
円 

 
 

７ 
そ
の
他 

 
 
 

㈠ 
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
改
定
に
伴
い
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
た
。 

 
 
 

㈡ 

教
育
職
給
料
表
の
加
算
額
の
改
定
等
に
伴
い
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
た
。 

 
 
 

㈢ 

そ
の
他
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

三 

施
行
期
日
等 

１ 

二
１
㈠
並
び
に
㈡
⑴
、
⑷
、
⑸
及
び
⑹
並
び
に
二
２
か
ら
５
ま
で
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二

月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

２ 

二
６
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

３ 

１
及
び
２
以
外
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



★ 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
及
び
県
立
及
び
市
町
立
の

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
四
十
五
号
）
（
教
育
委
員
会
） 

 

一 

改
正
の
理
由 

 
 
 

人
事
委
員
会
の
令
和
七
年
九
月
三
十
日
付
け
の
給
与
勧
告
な
ど
を
考
慮
し
て
、
市
町
立
学
校
職
員
の

給
料
月
額
等
を
改
定
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

１ 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
改
定 

㈠ 

給
料
表
の
改
定 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
料
表
を
、
人
事
委
員
会
の
給
与
勧
告
の
と
お
り
改
定
し
た
。 

 
 
 

㈡ 

給
料
表
の
加
算
額
の
改
定 

 
 
 
 
 

教
育
職
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
教
育
職
員
の
給
料
月
額
に
加
算
す
る
額
を
次
の
と
お
り
改

定
等
し
た
。 

区 
 
 
 
 
 
 

分 

改 
 

正 
 

後 

現 
 
 
 
 

行 

職
務
の
級
が
三
級
で
あ
る
職
員 

三
一
、
七
〇
〇
円 

七
、
五
〇
〇
円 

職
務
の
級
が
四
級
で
あ
る
職
員 

二
四
、
二
〇
〇
円 

非
支
給 

 

㈢ 

諸
手
当
の
改
定
等 

⑴ 

多
学
年
学
級
担
当
手
当 

 
 
 
 
 
 

多
学
年
学
級
担
当
手
当
を
廃
止
し
た
。 

 
 
 
 

⑵ 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当 

 
 
 
 
 
 

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
上
限
額
を
一
箇
月
当
た
り
八
千
六
百
円
に
引
き
上
げ
た
。 

 
 
 
 

⑶ 

多
学
年
学
級
担
当
手
当
に
相
当
す
る
報
酬 

 
 
 
 
 
 

多
学
年
学
級
担
当
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
を
廃
止
し
た
。 

２ 

教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
改
定 

県
立
及
び
市
町
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
支
給
さ
れ
る
教
職
調
整
額
を
給
料
月
額

の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
に
引
き
上
げ
た
。 

３ 

経
過
措
置 

 
 

㈠ 

市
町
立
学
校
職
員
の
給
料
表
の
加
算
額
の
改
定
等
に
伴
い
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
た
。 

 
 

㈡ 

県
立
及
び
市
町
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
支
給
さ
れ
る
教
職
調
整
額
の
改
定
に

伴
い
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
た
。 

三 

施
行
期
日
等 

１ 

二
１
㈠
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。 

２ 

二
１
㈡
及
び
㈢
、
２
並
び
に
３
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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